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●海中鳥居は珍しいのか

　〝海中鳥居〟と聞いて、すぐ思い浮かぶのは、世界遺産の安芸宮島・厳島神社（現、広島県廿
は つ か

日市
いち

市）の大鳥居

です。高縄半島沿岸の波止浜湾と小
お

部
べ

湾には、そ

れぞれ２基ずつの海中鳥居が確認でき、すべて地

元石材の花
か

崗
こう

岩
がん

を用いています。海との結びつき

の深さが、それら個性的で希少な鳥居を造立させ

たのでしょう。

●波止浜・龍神社の由来

　波止浜湾の一つは、龍神社境内そばの地
じ

堀
ぼり

川河

口にあります。当初は、現在の二の鳥居（昭和15

年建立）付近にあったことが、幕末期の同社祭礼

を描いた絵馬から分かります。かつてその辺りま

でが海で、ここが昭和８〜12（1933〜37）年頃に

埋め立てられた際、現在地へ移築されたようです。

　鳥居の刻銘から、江戸中期の正徳５（1715）年

５月に建立されたことや、これに波止浜庄屋の平

蔵と波
は

止
し

町
まち

町
まち

年
どし

寄
より

の古川七三郎らがかかわったこ

とが分かります。浜庄屋は有力な塩田地主から、

町年寄は有力な商人から選ばれました。当時の波

止浜は村ではなく、塩浜と町
まち

方
かた

で構成され、松山

藩領の塩田で栄える港町でした。良質な食塩を買

い求める船や窯
かま

焚
た

き用の燃料（薪
たきぎ

・石炭）を売り

にくる船などで賑わいました。

　神社そのものは、入
いり

浜
はま

塩田誕生の天和３（1683）

年に近江国勢
せ

田
た

（現、滋賀県大津市）の八大龍王

を勧
かん

請
じょう

し、塩浜と港町の双方の繁栄を願い創建さ

れました。神社を境に塩浜と港町とに分かれ、こ

の鳥居が建立された当時は36軒53町歩余りの塩浜

を有しました（１町歩は約１ha）。逐
ちく

次
じ

増築を重

　今治の埋もれた、魅力ある歴史文化を紹介するコーナーです。第38回は、波止浜湾に

所在する２基の海中鳥居を紹介し、その由来や現況を歴史散歩したいと思います。

大　成　経　凡

第38回　波止浜湾の海中鳥居　～龍神社と厳島神社～

波止浜の龍神社一の鳥居
（2025年４月撮影／右後方に二の鳥居）

絵馬に描かれた龍神社一の鳥居

（龍神社奉納絵馬「遷
せん

宮
ぐう

の図」より）
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ねることで、幕末期には42軒60町歩余りの規模となり、全国有数の塩田産地として名を馳せることになります。

　地元の言い伝えでは、参拝者がこの鳥居をくぐると、潮水の清めで霊験の加護を受けられたとのことです。伝説

もあって、毎月１・15日に大きなサメが龍神の使いとして鳥居の下に現われ、これらの日に漁をすると網が破れ、

不漁になったようです。現在は、干潮時に堤防そばの階段を下りると鳥居をくぐれるようになっています。

●小浦・厳島神社の由来

　藩政時代、波止町対岸の小
こ

浦
うら

は今治藩領の大浜

村に属しました。そしてその湾口には干潮時に地

続きとなる弁財天島があり、頂部には厳島神社の

祠が祀られ、地元では〝弁才さん〟の呼称で親し

まれています。島とはいっても、実際は二つの岩

礁からなります。現在、矢野造船㈱の地先からア

クセス可能で、波止浜港から来島・小
お

島
しま

・馬島へ

向かう定期船からも視認できます。潮位の高い満

潮時には、現在の昭和54（1979）年建立の鳥居は

海水につかります。

　今治市内では、弁財天が祀られる小さな島とし

て、能島城跡の一部である鯛崎島がよく知られて

います。弁財天には七福神のイメージを抱きます

が、元来〝水〟に関係する神様のため、今でも宮

窪漁師の信仰を集めています。小浦の弁財天島に

も、もとは弁財天が祀られていて、海を生業とす

る近隣住民の信仰を集めていたと考えられます。

かつて安芸宮島の厳島神社も弁財天を祀っていま

したが、明治の神仏分離によって島内の大願寺（日

本三大弁才天）に移されました。小浦の弁財天も、

同じような理由で祀り方が変わり、島名と祠との

関係性が疎遠になったのかも知れません。

　明治初年になると、大浜村と波止町との間で湾

内の境界設定が取り決めされたことがあります。

その資料図面の中に「弁財天」は記されています

（波止浜支所文書）。昭和初年発行の波止浜名勝絵

葉書にも「辨
べん

財天島」は登場し、現在とは違う細

身の鳥居と小さな祠がありました。昭和14（1939）

年頃、この付近に俳人の塩崎素
そ

月
げつ

が居宅を構え、これを高浜虚子が「露
ろ

芦
ろ

盧
ろ

」と命名するなど、とても風光明
めい

媚
び

な

場所だったようです。そして短期間ですが、素月は小浦の海岸で電照の真珠養殖事業を行っています。

　虚子の姪で、波止浜町長の妻・今井つる女が露芦盧を疎開中に何度か訪ねていますが、弁財天島と小さな鳥居が

印象に残ったようです。昭和24（1949）年秋には、小さな祭舟が太鼓を響かせながら弁財天島の周りを渡
と

御
ぎょ

する光

景を目にしています。

　第39回は、小部湾の海中鳥居（九
く

王
おう

龍神社・宮崎御崎神社）について紹介します。

小浦の厳島神社鳥居（2025年５月撮影）

昭和初年の弁財天島（絵葉書より／右後方は来島）
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今治市法人市民税について

法人市民税には法人税割と均等割があります。

＊法人税割
8.4％

法人市民税の内訳

法人市民税の税率

法人市民税額 法人税割額 均等割額＝ ＋

外国人を雇用されている事業主の皆様へ

　外国人従業員の場合、退職・帰国時に納税管理人の選任届の提出がされていない場合が多く、従業員本人に代わっ

て納付する方がいないため、次年度の個人住民税（以下、「住民税」という。）の未納件数が年々増加しています。

年の途中で退職し、帰国する場合でも、次年度の住民税の納税義務がなくなることはありません。

※以下の手続きについて、再度ご確認いただきますようお願いいたします。

■残りの住民税（特別徴収税額）の一括徴収
　本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができま

す。（※）１～５月に退職される場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

■納税管理人の選任
　帰国される外国人従業員の方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する

前に日本に居住する方の中から、自身の代わりに税金の手続きを行う方（納税管理人）を定め、今治市に届け出る

必要があります。

■次年度の住民税の試算および納付のお願い
　１月２日以降、帰国（出国）される従業員本人の今治市からの次年度住民税税額通知は５、６月となるため、そ

れまでに帰国されている方は、納税管理人の選任がなければ納めることができなくなります。つきましては、従業

員が帰国するまでに、住民税の試算を今治市市民税課に依頼していただくとともに、試算税額を最後の給与等から

預かり、納付にご協力いただきますようお願いいたします。

※詳しくは、

　〇�今治市役所市民税課ＨＰ「外国人を雇用されている事業主の皆様へ（お願い）」

　　https://www.city.imabari.ehime.jp/siminzei/gaikokujin/

　〇総務省ＨＰ「外国人の方の個人住民税について」

　　https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

　をご覧ください。

外国人が退職・帰国（出国）するときには






